
名 古屋高等裁判所平成31年 （け）第2号 異議審

豊川幼児殺人事件についての

再審開始を求める要請書

名古屋高等裁判所刑事第2部 御中

2002年7月28H（ 日） 午前1時 過 ぎ、 豊川 市内 のゲー ムセ ンター駐 車場 に停 め

られて い た 車 か ら、父親 らが ゲー ム中に 当時1歳10ヶ 月 の幼 児 が何者 かに連 れ去 られ 、

同 日午 前5時 過 ぎ、 直線 距離 に して4キ ロメー トル程 離れ た御 津 町 の佐脇 浜で その幼 児

の溺 死 体 が発 見 され ま した。事件 か ら約9ヶ 月 後、 トラ ック運 転 手 の 田邊雅 樹 さん が逮

捕 され ま した が、名 古屋地 方裁判 所 で、 泊 白の信 用性 には大 きな疑念 があ る」 として、

2006年1月24日 、無罪判決 が言い渡 され ま した。

しか し、 そ の後 の控 訴審 におい て、有罪 の新 証拠 も出 され ない ま まに名 古屋 高裁 は 、

懲役17年 とい う逆転の有罪判決 を し、2008年9月 には刑 が確定 しま した。

田邊 さん は2016年7月15日 に再審 請求 を しま したが 、名 古屋 高裁刑事1部 は、

弁護 団提 出 の33に もわた る薪 証拠 に関 して何 の事 実調 べ もせ ず 、三者 協議 を開 くこ と

もな く、2019年1月25日 に 「再審請 求棄 却 」 の不 当決 定 を 出 しま した。 これ を受

け、弁護 団 は1H28日 に名 古屋 高裁刑 事第2部 に 「異議 申立」 しま した。

この事 件 で は、① 幼児 を乗せ た とされ てい る田邊 さん の車 か らは、微 物検査 の結 果 、

証 拠 とな る物 が何 も見つ か って いない こ と ② 犯行 の 目撃証 言 もない こ と ③ 新 聞報道

に よって 、殺 害方 法 に疑 問が ある と指摘 され る と殺 害方 法 の供述 が 変遷 してい くな ど取

り調 べ で の 自白の誘 導 が見 られ る こ と ④ 遺体 発 見現場 と自 白に よる投棄場所 との 関係

が、 当 日の 三河湾 の潮 の流れ か ら見れ ばつ じつ まが合 わ ない こ と な ど、 強要 され た 自

白のみ が有 罪 の根 拠 となってい ます。

私 た ちは、 以下の こ とを強 く要請 します。

1再 審請求 棄却の決 定 を取 り消 し、豊 川幼児殺人事 件の再審 を開始す ること

2田 邉 さんに対す る刑 の執 行 を停止す る こと
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【要 請 ・集 約 団 体 】 「え ん 罪 豊 川 幼 児殺 人 事 件 田邊 さん を守 る会 」

【署 名 の 送 り先 ・問合 せ 先 】 日本 国 民救 援会 愛 知 県 本 部 （TELO52－684－5825FAXO52－684－6355）

〒460－0011・ 名 古 屋 市 中 区 大須4－10－26大 須 土方 ド リー ム マ ン シ ョン401

【取 り扱 い 団 体 】 ［ ］ 救 援 新 聞
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